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＜総説＞

抄録
児童虐待の通告件数はここ数年右肩上がりであり，死亡事例も減少がみられない．児童虐待防止対
策に関しては，平成12（2000）年に児童虐待防止法が成立して以来，児童福祉法や母子保健法も合わ
せ，多くの改正がなされてきた．令和元（2019） 6 月の最新の児童福祉法の改正では，子どもへの体
罰禁止が法定化され，今後，児童虐待防止対策がすすむことが期待されている．本稿では，最新の児
童福祉法改正の経緯を紹介し，地域における児童虐待予防のしくみ，児童虐待防止に関わる専門職の
在り方，児童虐待防止に向けた多職種・多機関連携についてとりあげる．特に，令和元（2019）年の
最新の児童福祉法の改正を中心に，児童虐待防止に関連する法律の現在までの主な改正点も触れなが
ら，法改正からみる日本の児童虐待防止対策の経緯を説明する．今後も児童を地域全体で虐待から守
るための，地域の資源の連携を通じた体制作りが喫緊の課題であり，それに向けた提言を行った．

キーワード： 児童虐待防止法，児童福祉法，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法
律，児童虐待，児童相談所

Abstract
The number of reports of child abuse has increased in recent years, while the number of deaths has held 

steady. Since 2000, when the Child Abuse Prevention Law was enacted, many amendments to the Child 
Abuse Prevention Measures, including the Child Welfare Law and the Maternal and Child Health Law, have 
been made. The most recent amendment to the Child Welfare Act, enacted in June 2019, prohibited corpo-
ral punishment of children, and measures to prevent child abuse are expected to be promoted in the future. 
This paper discusses the history of the most recent revision of the Child Welfare Act and the mechanism of 
child abuse prevention in the region. It also discusses the ideal way for professionals involved in child abuse 

特集：子どもへの虐待のない社会の実現に向けて
　　　―児童虐待予防に向けた課題と戦略―
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I．緒言

全国児童相談所における児童虐待相談対応件数は，平
成 2 （1990）年度の統計開始から令和元（2019）年度ま
で一度も減少することなく，平成24（2012）年度以降は
毎年10％から20％程度の割合で増加し続けている．また，
毎年虐待による死亡事例が起きている．この要因につい
ては，これまでも様々な視点から検討が加えられ，法改
正等がなされたが（表 1 ），児童虐待相談対応件数が減
少したり虐待死亡事例がなくなったりすることはなかっ
た．本稿では，わが国における児童虐待防止対策にかか
る法令改正及びその運用面も含めて概観し，児童虐待対
応の現場の現状を踏まえて，課題を指摘して将来の児童
虐待防止の対策の展望を示す．

II．児童虐待防止対策の動向

 1 ．過去の児童虐待にかかる法令等の推移
我が国における児童虐待防止対策の主要な経過がわか

るように法令別ではなく時系列で表した（表 2 ）．
⑴戦前
子どもに関わる法令は明治期から存在していたが，
明確に児童虐待対策を掲げた法律が現れるのは，昭
和 8 （1933）年の児童虐待防止法（旧法）である．しかし，
同法の対象は14歳未満の子どもであった．
⑵児童福祉法制定
戦後，昭和22（1947）年に日本国憲法が制定されると
ともに，児童福祉法が制定され，その後の児童福祉行政
の基本法的位置づけとなっている．同法では，児童福祉
の理念として子どもの健全育成，生活保障が定められて
いるが，子どもは大人が保護すべき対象との位置づけ
だった．同法は，18歳未満の子どもを対象とし，児童虐
待防止法（旧法）の内容も一部（児童福祉法34条（禁止
事項）等）取り込み，その後，大小の改正（児童虐待に
かかる改正は後述）を経て現在に至っている．後述する
児童虐待の防止等に関する法律（以下「児童虐待防止
法」）が制定されるまで児童福祉法に基づいて児童虐待
対応が行われていた[1]．

prevention to collaborate, as well as multidisciplinary and multi-institutional cooperation for child abuse 
prevention. I will explain the history of Japan's child abuse prevention measures from the perspective of 
the revision of the legislation, touching on the major revisions of the law linked to child abuse prevention to 
date, with an emphasis on the most recent revision of the Child Welfare Act in 2019. In the future, creating 
a system that protects children from abuse in the entire region through the collaboration of local resources 
will be a pressing concern.

keywords:  Child Abuse Prevention Law, Child Welfare Law, law concerning prevention of violence from 
spouses and protection of victims, child abuse, Child Guidance Center
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表 1　児童福祉法等の制定・改正
年 法の制定・改正・時間等

1933（昭 8 ） 児童虐待防止法（旧法．14歳未満が対象）
1947（昭22） 児童福祉法制定　翌年 1 月施行（旧法廃止）
1994（平 6 ）  子どもの権利条約　日本批准　
2000（平12） 児童虐待の防止等に関する法律制定
2004（平16） 岸和田事件（中 3 男児が餓死寸前）
2004（平16） 児童虐待の防止等に関する法律改正
 児童虐待の子どもの人権侵害性，面前DVを心理的虐待に，親子再統合促進
 　児童福祉法改正
 　市町村が第一義的子ども相談窓口，児相は高度に専門的な相談対応
2006（平18） 福島県泉崎村事件（ 3 歳男児死亡．4 回の立入調査の不奏功）
 　長岡京事件（ 3 歳男児餓死）　　
2007（平19） 児童虐待の防止等に関する法律・児童福祉法改正
 　虐待通告後の安全確認義務化，臨検・捜索の新設，要対協の設置努力義務化
2011（平23） 民法・児童福祉法等改正　　
 　親権停止制度新設， 2 か月を超える一時保護の児福審の意見聴取
2016（平28） 児童福祉法等改正
 　子どもの権利の明記，家庭養育原則，子育て世代包括支援センター全国展開
2017（平29） 児童福祉法改正
 　 2 か月を超える一時保護の家庭裁判所の承認，審判前の指導勧告制度
2018（平30） 目黒区事件（ 5 歳女児虐待死）
2019（令元） 野田市事件（小 4 女児虐待死）　
2019（令元） 児童虐待の防止等に関する法律等の改正
 　親権者の体罰禁止，介入と支援各機能の分離（児相），DV対策との連携強化
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表 2　過去の児童虐待にかかる法令等の推移
条約，法律等 児童福祉法（福）●・児童虐待防止法（虐）■　指針等▲　事件★・その他

1924 ジュネーブ宣言 　
1933 　 ■旧児童虐待防止法
1947 　 ●児童福祉法（福）制定
1948 世界人権宣言 　
1951 児童憲章
1959 児童権利宣言 　
1977 ▲児童相談所執務提要
1989 子ども権利条約採択
1990 　 ▲児童相談所運営指針策定
1994 子ども権利条約日本批准

1997
●児童福祉法改正（閣法）140回国会
①児童自立生活援助事業等
②児童家庭支援センター
③名称変更（児童養護施設，母子生活支援施設，児童自立支援施設，肢体不自由児施設）

1999 ▲子ども虐待対応の手引き策定

2000

■児童虐待防止法制定（衆法）147回国会
法案審議の際の児童相談所長会の要望事項
①児童虐待の定義の明確化
②児童虐待の禁止及び罰則
③関係機関の通告義務及び誤認通告の免責規定の法整備
④介入機能と相談・支援機能の役割分担
⑤立入調査の具体的権限の付与
⑥後見人の機関及び団体後見に変更
⑦親権の一部の一時停止
⑧懲戒権の廃止

2004

■児童虐待防止法改正（衆法）159回国会
①虐待が子どもの人権侵害にあたること
②放任虐待に同居人による虐待の放置，心理的虐待に面前DV
③国や自治体に，子どもの保護・自立支援，保護者への親子再統合促進の責務
④虐待通告の対象を虐待を受けた「と思われる」児童に拡大
⑤虐待防止のために必要な調査研究検証
●児童福祉法改正（閣法）161回国会
 1 　児童相談体制の強化
①市町村の役割明確化・児相の後方支援
②要対協の法定化
③政令市の児相設置
 2 　施設・里親制度の見直し
①乳児院・養護施設の入所児童の年齢見直　②里親の監護教育懲戒権限明確化，
③施設・自立援助ホームの退所後の援助
 3 　司法関与の見直し
①28条の期限（ 2 年）化，指導勧告　②児相長の親権喪失請求権18歳超も
★岸和田事件（中 3 男児餓死寸前）

2005

▲市町村児童家庭相談援助指針策定               
▲要保護児童対策地域協議会設置・運営指針策定
★福島泉崎村事件
（ 3 歳児死亡． 4 回の立入調査の不奏功）
★長岡京事件（ 3 歳男児餓死）

2007

▲児童相談所運営指針改定
①48時間ルール
②通告受理の徹底
③在宅ケースの定期的フォロー
④関係機関相互の情報共有徹底

2008

●児童福祉法改正（衆法）166回国会　要対協設置努力義務化
■児童虐待防止法改正（衆法）166回国会
①虐待による心身に重大な被害を受けた事例の分析の責務明確化
②通告後の安全確認の義務化　③保護者が指導に従わない場合の措置の明確化
④臨検捜索の新設　⑤立入調査拒否の罰金50万円以下に引上　⑥接近禁止命令の新設
⑦自治体の資料・情報の提供
●児童福祉法改正（閣法）170回国会
①乳幼児家庭全戸訪問事業，養育支援訪問事業の法定化
②要対協対象の拡大（要支援児童，保護者，特定妊婦）
③被措置児童等虐待対応の明確化
★兵庫事件（ 4 歳児監禁死・死体遺棄）
▲厚労省通知「児童虐待を受けた児童の安全確認及び安全確保の徹底について」平成20年 3 月17日雇児総発第
317001号

2009 子ども・若者育成支援推進法制定171回国会

2010
▲文科省，厚労省「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」平成22
年 3 月24日雇児発0324第 1 号
★東京江戸川区事件（ 7 歳男児暴行死）
★大阪事件（幼児二人遺棄死）
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条約，法律等 児童福祉法（福）●・児童虐待防止法（虐）■　指針等▲　事件★・その他

2011

民法改正（閣法）
177回国会：①親
権停止新設　②複
数・法人後見人　
※懲戒場廃止する
も懲戒権は残る．

●改児童福祉法正（閣法）　177回国会
①里親委託・一時保護中の児童相談所長の親権行使
②親権者による施設長等の措置を不当に妨げる行為の禁止等
③一時保護の 2 か月毎の児福審意見聴取
★岡山事件（16歳女児監禁死）
★大阪市事件（ 7 歳男児暴行死）

2012
子ども・子育て支
援法制定（閣法）
180回国会

▲児童相談所運営指針改定
①里親委託優先原則・里親支援等
▲厚労省通知「児童虐待への対応における警察との連携の推進について」平成24年 4 月12日

2013

子どもの貧困対策
の推進に関する法
律制定（衆法）・
いじめ防止対策推
進法（衆法）183
回国会

▲子ども虐待対応の手引き改定（R3.5時点で最新）
▲児童相談所運営指針改定
①転居ケースのケース移管について整理
②虐待を受けた子ども等の保護のための住民基本台帳の閲覧等における支援措置

2016

母子保健法改正
（閣法）190回国
会：子育て世代包
括支援センター
（母子健康包括支
援センター）設置
努力義務

●児童福祉法改正（閣法）　190回国会
①子どもの権利の明確化，②家庭養育原則，③国，都道府県，市町村の役割明確化，④こども家庭支援拠点の整
備努力義務，⑤特別区の児相設置
⑥児相に，心理司，医師又は保健師，指導担当福祉司の配置，弁護士配置
⑦要支援児童等の情報提供努力義務
⑧親子関係再構築支援は関係機関が連携して行うべきことの明確化
⑨都道府県の業務として里親支援，養子縁組里親の法定化
⑩自立援助ホームの入所期限を22歳年度末まで拡大
⑪一時保護の目的の法文化，⑫名称変更（児童心理治療施設）
■児童虐待防止法改正（閣法）190回国会
①監護教育の範囲を超える懲戒の禁止
②児童虐待に関する情報提供機関・団体の拡大
③18歳以上の未成年者の措置等拡大
▲厚労省「児童虐待への対応における警察との情報共有等の徹底について」平成28年 4 月 1 日

2017

●児童福祉法改正（閣法）193回国会
①家庭裁判所による 2 か月ごとの一時保護審査
②28条審判前の指導勧告（却下後の指導勧告）
■児童虐待防止法改正（閣法）193回国会　接近禁止命令の場面の拡大
▲新たな社会的養育の在り方に関する検討会「新しい社会的養育ビジョン」平成29年 8 月 2 日

2018

民法改正（閣法）
196回国会：成人
年齢18歳

▲児童相談所運営指針改定
▲養子縁組民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律制定に基づく改訂
★目黒区事件（ 5 歳女児暴行死）
★福岡県田川市事件（1歳児が衰弱死）

成育過程にある者
及びその保護者並
びに妊産婦に対し
必要な成育医療等
を切れ目なく提供
するための施策の
総合的な推進に関
する法律

▲一時保護ガイドライン策定
▲児童相談所運営指針改定
①移管時の切れ目のない引継ぎ，②通告後48時間以内の安全確認ができない場合の立入調査実施，③家庭復帰後
の支援等，④警察との情報共有
▲「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策について」平成30年 7 月20日

　

▲児童相談所運営指針改定
移管先へのアセスメントシートに基づく判断結果の伝達
▲児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定「児童虐待防止対策体制 総合強化プラン」（新プラン）平
成30年12月18日
児童福祉司の増員（管轄人口 3 万人に 1 人）等

2019

民法改正（閣法）
198回国会：特別
養子縁組制度に関
する改正

●児童福祉法改正（閣法）198回国会
児相長の特別養子の適格の確認審判申立権
★野田市事件（小 4 女児暴行死）

配偶者からの暴力
の防止及び被害者
の保護等に関する
法律改正（閣法）
198回国会：連携
協力機関に児相を
明記

母子保健法改正
（衆法）200回国
会：産後ケア事業

●児童福祉法改正（閣法）198回国会
①懲戒権の検討（改正附則），②児童相談所の体制強化（福祉司・SVの要件見直し・弁護士・医師・保健師の配置，
心理司の配置基準法定化等），③児相設置促進（参酌基準），④要対協への情報提供努力義務，⑤子どもの意見表
明権を保障する制度の検討（改正附則）
■児童虐待防止法改正（閣法）198回国会
①親権者による体罰禁止，②介入機能と支援機能の分離，③早期発見努力義務の対象者の拡大（警察，婦人相談 
所，配偶者暴力相談支援センター等），④教職員等の守秘義務
⑤被虐待児童の転居の場合の切れ目のない指導等のための移転先への情報提供等
▲厚労省「児童虐待防止対策におけるルールの徹底について」令和元年 6 月 7 日
★札幌市事件（ 2 歳女児衰弱死）

2020 　

児童相談所数（支所含む）（7/1）241か所
児童福祉司数（4/1）4,234人
児童心理司数（〃）1,800人
弁護士（常勤）（〃）16人
児相配置警察官（〃）69人，OB225人
----------------
警察署数（本部含む）（〃）　1,200か所
交番・駐在所（〃）12,505か所
警察官（〃）259,999人

表 2　過去の児童虐待にかかる法令等の推移（続き）



J. Natl. Inst. Public Health, 70 (4) : 2021

久保健二，湯川慶子

342

⑶児童相談所運営指針策定
平成 2 （1990）年には，当時の児童問題の複雑化，多
様化等に伴い，その一層効率的な運営が求められていた
ことから，それまで児童相談所の運営及び活動の要領を
示していた児童相談所執務提要を廃止して，児童相談所
における相談援助の方法を掲載し関係書類の様式等を参
考資料として添付した児童相談所運営指針が定められた．
同指針は，現在，法的には技術的助言という位置づけ（地
方自治法245条の 4 第 1 項）になっており，自治体がこ
れに従わなければならない法的義務はないものの，児童
相談所の現場においては，同指針に基づいて業務が行わ
れているところが多い．
なお，平成 6 （1994）年には，平成元（1989）年に国
連で採択されていた子ども権利条約（児童の権利に関す
る条約）に日本が批准している．大正14（1924）年のジュ
ネーブ宣言や昭和34（1959）年の児童権利宣言など子ど
もの権利を取り上げた国際的宣言はあったが，同条約は，
子どもを権利の主体として明確にしただけではなく，「参
加する権利」としての意見表明権（同条約12条）が明文
化された点で画期的な意義を有する．
平成10（1998）年，国連子どもの権利委員会から日本

政府の児童虐待対応が不十分だと指摘され，適切な対策
をとるべく勧告を受けた[2]．
⑷子ども虐待対応の手引き策定
平成11（1999）年 3 月には，児童虐待相談対応件数が

急増する中（平成10（1998）年度：6,932件から平成11
（1999）年度：11,631件へ67.8％増となり，統計開始以
降現在に至るまでの中で最大の増加率となった），児童
相談所などの専門機関が虐待事例に適切に対処するため，
支援段階や事例の特徴別に支援のあり方等を示した「子
ども虐待対応の手引き」が策定された[3]．
現場では，基本的に同手引きにそった児童虐待対応を

行っている．ただし，一時保護の要否を判断するための
「一時保護に向けてのアセスメントシート」は[4]，20年
以上前から若干の修正のみで現在も使用されており，記
入者の専門性の程度等によって判断に相当の差が生じる
可能性があるものとなっている．例えば，同シート中，「③
すでに虐待により重大な結果が生じている？」で掲げら
れている「外傷」の詳細として「外傷の種類と箇所」の
記入が求められている．外傷の部位・程度によって重大
性の判断に著しい差を生じるにもかかわらず，単に「外
傷」とのみ，重大な結果の項目に掲げている問題などが
ある．
⑸児童虐待防止法制定
平成12（2000）年には，児童虐待相談対応件数のさ

らなる増加（平成11（1999）年度：11,631件から平成12
（2000）年度：17,725件（52.4％増．史上 2 番目の増加
率）を背景に，議員立法により児童虐待防止法が制定さ
れた．なお，同法案の審議をしていた衆議院青少年の問
題に関する特別委員会（同年 3 月23日）において当時の
全国児童相談所長会の要望項目として次の 8 点が挙げら

れた[5]．①児童虐待の定義の明確化，②児童虐待の禁
止及び罰則，③関係機関の通告義務及び誤認通告の免責
規定の法整備，④介入機能と相談・支援機能の役割分担，
⑤立入調査の具体的権限の付与，⑥後見人の機関及び団
体後見に変更，⑦親権の一部の一時停止，⑧懲戒権の廃
止である．このうち，①②のうち一般的な子どもに対す
る虐待の禁止，③のうち一般的な通告義務と教職員等の
子どもの福祉に職務上関係のある者の早期発見努力義務
及び⑤は，制定時に盛り込まれた．
⑹平成16（2004）年児童虐待防止法改正
平成16（2004）年 4 月には，同法制定時の附則に施行

後 3 年を目途とした検討規定があり，同年 1 月に大阪岸
和田事件（中学 3 年生が十分な食事を与えられず，餓死
寸前になった）や児童虐待相談対応件数の増加（同年度
33,408件）を背景に，児童虐待防止法が改正された．
主な改正点は次の 4 点である．①児童虐待の定義中，

放任虐待に，同居人による虐待の放置を，心理的虐待に，
子どもが同居する家庭における配偶者間暴力（DV）等
をそれぞれ加えた．②虐待通告の対象を「児童虐待を受
けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に
修正した．③子どもの保護・自立支援，保護者への親子
再統合の促進等を国や自治体の責務とした．④国や自治
体は児童虐待防止のために必要な調査研究・検証を行う
とした．
なお，④に基づき，平成17（2005）年以降，国の専門
委員会による虐待での死亡事例の検証が開始された．こ
の報告では，実際の死亡事例の検証から，児童相談所や
関係機関の組織的対応の体制構築の不十分さ，対応方法
等についての教育・訓練・指導（スーパーバイズ）の不
十分さ，関係機関の連携の必要性，市町村の虐待防止ネッ
トワークの構築・活用等が指摘された[6-8]．
⑺平成16（2004）年児童福祉法改正
平成16（2004）年11月には児童福祉法も改正された．
主な改正点は次の 2 点である．①児童相談体制の強化

（・市町村の役割明確化，児童相談所の後方支援，・要
保護児童対策地域協議会（要対協）の法定化，・政令市
の児童相談所設置），②司法関与の見直し（・児童福祉
法28条審判に基づく措置の期限化（ 2 年），指導勧告制
度の導入，・18歳超の子どもに関する児童相談所長の親
権喪失請求権）．改正に伴い，翌年 2 月に市町村児童家
庭相談援助指針及び要保護児童対策地域協議会設置・運
営指針が策定され，同年 3 月には児童相談所運営指針及
び子ども虐待対応の手引きに所要の改正がなされた．
この法改正は，これまで児童相談所が担ってきた児童
虐待対応について，第一義的な子ども家庭相談の窓口と
して市町村を位置づけ，高度に専門的な相談への対応は
児相に担わせ，後方支援機関として位置づけた．また，
児童虐待対応では，関係機関間における情報共有が重要
であり，一部の地域で構築されていた虐待対応ネット
ワークを「要対協」として法定化して位置づけを明確に
した．要対協は，関係機関が情報共有して要保護児童を
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早期に把握することで迅速に必要な支援を開始できる点
がその意義のひとつである．ただし，本改正では，要対
協を設置することができるとするにとどまり，要対協の
設置義務までは定められなかった．要対協は，現在では
要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊
婦への適切な支援を図るため，関係機関，関係団体及び
児童の福祉に関連する職務に従事する者その他関係者に
より構成され，その設置が市町村の努力義務とされてい
る（児童福祉法第25条の 2 ）．
さらに，家庭裁判所の承認（児童福祉法28条審判）に
基づく子どもの里親委託等の措置期間について，期限な
しを 2 年に制限し，保護者への指導の効果等を考慮して，
必要な場合は措置期間を 2 年間更新することにつき家庭
裁判所の承認を要することとした．加えて，児童虐待を
行った保護者等への指導の実効性を高めるため，承認審
判の際，都道府県（児童相談所）に対して保護者への指
導措置を勧告できる「指導勧告制度」を新設した．措置
の期間制限により，児童虐待等によって子どもを家庭か
ら分離したままにするのではなく，児童相談所が，期間
内に積極的に保護者指導を行うことで子どもが家庭に復
帰できるようにし，また指導勧告制度により保護者指導
をより実効性のあるものにした．
今回の改正では，⑹の改正と合わせて，児童虐待対応
体制を充実させるだけではなく，家庭支援による児童虐
待予防と児童虐待発生後でも家庭支援の方向性を示した
ものと考える．
⑻児童相談所運営指針改定
平成19（2007）年 1 月には，前年の長岡京事件（ 3 歳
男児がしつけと称して食事を与えられず餓死）の影響も
あり，児童相談所運営指針が改定され，①48時間ルール
（当時の児童虐待防止法 8 条 2 項で，安全確認等を「速
やかに」行うよう努めるとの規定については，48時間以
内に行うことが望ましいとした），②虐待通告受理の徹
底，③在宅ケースの定期的フォロー，④関係機関相互の
情報共有の徹底が追加された．
⑼平成19（2007）年児童虐待防止法及び児童福祉法改正
平成19（2007）年 5 月，児童相談所運営指針改定に引

き続き，虐待死亡事例の発生等を背景として，議員から
の提案により児童虐待防止法及び児童福祉法が改正され
た．
主な改正点は次のとおりである（①～⑦：児童虐待防

止法関係，⑧：児童福祉法関係）．
①虐待によって子どもが心身に重大な被害を受けた事

例分析の責務の明確化，②虐待通告後の安全確認の義務
化，③保護者が指導に従わない場合の措置の明確化，④
臨検・捜索制度の新設，⑤立入調査拒否の罰金の上限引
上げ（30万円を50万円に），⑥接近禁止命令の新設，⑦
地方公共団体の機関の，児童相談所等に対する資料・情
報の提供，⑧要対協の設置努力義務である．
上記の改正点について補足すると，虐待による子ども

の死亡事例において，虐待通告を受けた後の子どもの安

全確認の重要性が認識され，子どもの安全確認をそれま
での努力義務から義務化し（②），また，保護者の拒否
や抵抗等により立入調査をできなかった例（福島県泉崎
村事件／ 4 回の立入調査が不奏功で，平成18（2006）
年 5 月， 3 歳児が死亡）から[9]，裁判官の許可を受け
て，必要であれば当該住居の施錠を物理的に破壊してで
も，強制的に住居に立ち入ることのできる「臨検・捜索
制度」を新設した（④）．
また，子どもを在宅のまま又は一時保護若しくは里親
委託等の措置後に家庭に戻す際には，保護者指導が十分
機能する必要があるが，保護者が指導に従わなかった場
合の手続を明確化した（③）．児童相談所の指導に従わな
い場合，都道府県知事が勧告をすることができるが，依
然として従わない場合，必要がある時には一時保護，里
親委託等の措置，親権制限審判申立等をすることとされた．
このほか，平成15（2003）年の全国児童相談所の調査
では，個人情報保護，法律の根拠等を理由に情報提供を
拒否されたケースが報告された．そのため，児童相談所
に具体的な調査権を付与すべきとの声が現場にあった．
児童相談所の調査権（公務所や公私の団体に照会できる
権限；刑事訴訟法197条 2 項や弁護士法23条の 2 など）
は，現在でも一般抽象的な規定（児童福祉法12条 2 項，
11条 1 項 2 号ハの「必要な調査を行うことができる」）
に止まる．
⑦情報提供に関しては，地方公共団体の機関が，市町
村や児童相談所から児童虐待防止にかかる資料又は情報
の提供を求められたときは，一定の要件のもと，当該資
料又は情報を提供できるとされた．しかし，情報等を提
供するかはあくまで提供側が判断する点，対象が地方公
共団体の機関に限られている点，児童虐待の場合に限ら
れている点で十分な調査権ではなかった．
なお，同改正法の施行に合わせて，厚生労働省から「児
童虐待を受けた児童の安全確認及び安全確保の徹底につ
いて」が発出されている[10]．
⑽平成20（2008）年児童福祉法改正
平成20（2008）年，地域における子育て支援の充実，
要保護児童等に対する支援の強化等の措置を講ずること
により，総合的な次世代育成支援対策を推進することを
目的として，①乳幼児家庭全戸訪問事業，養育支援訪問
事業の法定化，②要対協対象の拡大（要支援児童，特定
妊婦等），③被措置児童等虐待対応の明確化等の児童福
祉法改正が行われた．
なお，平成22（2010）年 1 月には東京都江戸川区事件（7
歳男児が継父と実母から暴行を受けて死亡）が起き，学
校と市町村，児童相談所等の関係機関の連携が十分に機
能しなかったことが問題点の一つとして指摘されたこと
などを踏まえて，文部科学省・厚生労働省が「学校及び
保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供
に関する指針」を策定している[11]．
⑾平成23（2011）年民法・児童福祉法改正
平成23（2011）年，親権が児童虐待防止の障害になる
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と指摘され，必要に応じて適切に親権を制限する必要性
があるとして，民法に「親権停止制度」が新設され，親
権喪失，管理権喪失の要件も整理された．合わせて未成
年後見人についても複数後見や法人後見も可能となった．
なお，児童虐待がしつけとしてなされることがあったた
め，懲戒権規定の削除も議論されていたものの，「必要
な範囲内でのしつけすらできなくなるといった誤った受
けとめ方がされないかなどといったことが問題視され」，
「国民的理解が現時点で得られるのかどうか」などの指
摘のため懲戒権規定の削除は見送られ，当時，空文化し
ていた「懲戒場」の規定が削除されるにとどまった．
この改正では，それまであいまいだった一時保護中・
里親等委託中及び施設入所中の子どもについての児童相
談所長・施設長の権限を整理し，一時保護の長期化を可
及的に防止することなどを目的として，児童福祉法も改
正された．具体的には，①里親等委託中又は一時保護中
の子どもに親権者がいないときは児童相談所長が親権を
行使できる．②親権者が施設長等の採る措置を不当に妨
げる行為を禁止し，緊急事態時に施設長等が必要な措置
を採ることができる．③一時保護が 2 か月を超えること
に親権者が反対しているときは，都道府県知事又は児童
相談所長が児童福祉審議会から意見聴取することを義務
化した．
なお，この改正に合わせて，平成24（2012）年 3 月，

児童相談所運営指針の改定とともに，里親委託優先原則
や里親支援が明記された．
また，同年 4 月には，子どもの安全確保を最優先に対
応するため，児童相談所と警察との情報共有等の連携強
化を図る必要があるとして，厚生労働省が「児童虐待へ
の対応における警察との連携の推進について」を発出し
（警察庁からも同趣旨の通達が出されている．），情報共
有や人事交流など児童相談所と警察の連携が政策的に推
し進められるようになった．
⑿�平成28（2016）年児童福祉法等・児童虐待防止法・母
子保健法改正
平成28（2016）年，児童福祉法の制定以来の抜本的改
正が行われた．主な改正点は次のとおりである．①子ど
もの権利の明確化，②家庭養育原則，③国，都道府県，
市町村それぞれの役割・責務の明確化，④子ども家庭支
援拠点の整備努力義務，⑤特別区の児童相談所設置，⑥
児相への，児童心理司，医師又は保健師，指導・教育担
当児童福祉司及び弁護士配置，⑦医療機関等から市町村
に対する要支援児童等の情報提供努力義務，⑧親子関係
再構築支援は関係機関が連携して行うべきことの明確化，
⑨養子縁組里親の法定化，養子縁組に関する相談支援を
都道府県（児童相談所）の業務とする，⑩自立援助ホー
ムの対象者に22歳の年度末までの間にある大学等就学中
の者を追加した．
わが国の法律上初めて子どもの権利を正面から規定し，
子どもが権利の主体であることを明確にし，又わが国で
は子どもの権利条約の国内担保法がないところ，「児童

の権利に関する条約の精神にのっとり」として子どもの
権利条約を基礎とした条文となっている点でも画期的な
改正となっている（①）．そのほか，子どもが家庭にお
いて心身ともに健やかに養育されるよう，児童の保護者
を支援する責務を国や自治体に課した家庭養育原則（な
お，必要な支援がなされても，家庭における養育が困難・
不適当な場合は，家庭と同様の環境（養子縁組，里親等）
における養育，それも不適当ならば，できる限り良好な
家庭的環境（小規模施設）における養育がなされるよう
必要な措置を講じる）を明記し（②），市民に最も身近
な存在である市町村を子ども家庭支援の実践機関として
位置づけ（③），子ども家庭支援のための拠点の設置（④）
や要支援児童等の情報提供（⑦）など家庭支援の方向性
を打ち出した内容になっている．
児童虐待防止法も改正され，①監護・教育に必要な範
囲を超えた懲戒の禁止と，②児童相談所等に対して児童
虐待に関する資料又は情報の提供ができる機関等を病院
や学校，医師や教職員等に拡大した．
また，母子保健法改正では，妊娠期から子育て期まで
切れ目のない支援のため，市町村が必要に応じて母子保
健包括支援センター（子育て世代包括支援センター）を
設置するよう努めなければならないこととされた[12,13]．
この点，すでに平成18（2006）年の「子ども虐待による
死亡事例等の検証結果等について（第 2 次報告）」でも
切れ目のない支援の必要性が指摘されていた．この改正
では，子どもの権利擁護を中核とし，子ども家庭支援，
子どもの社会的養護の充実と自立支援を行うとともに，
家庭支援等による虐待予防を図り，合わせて，児童相談
所の体制整備等により迅速・的確な虐待対応を目指して
いる．
なお，厚生労働省は 4 月に「児童虐待への対応におけ

る警察との情報共有等の徹底について」の中で[14]，警
察が児童虐待の疑われる情報を覚知して児童相談所や市
町村に過去の対応状況等を照会した場合に児童相談所等
が応じることなどを定め，児童相談所等と警察との連携
強化を図った．
⒀平成29（2017）年児童福祉法等改正
平成29（2017）年には，児童福祉法・児童虐待防止法
が改正された．この改正は，⑿の改正附則において，改
正後速やかに，司法関与及び特別養子縁組の利用促進の
在り方について検討を加えるとされていたことから，厚
生労働省が検討会を開催し，その議論を踏まえて改正さ
れたものである．
主な改正点は，①親権者の意に反して 2 か月を超えて
一時保護を行うときは，家庭裁判所の承認を要すること
とした．②児童福祉法28条審判をする前に家庭裁判所が
指導勧告を行えるようにするとともに，審判前の指導勧
告に基づく児童相談所の保護者指導を経て，家庭裁判所
が申立を却下するときにも指導勧告を行うことができる
こととした．
この改正では，諸外国と比較して，児童福祉分野の司
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法の関与が少ないわが国において，親子分離という強力
な権利制限について司法によるチェックを導入し，又虐
待をした保護者が児童相談所の指導に応じない場合も少
なくないところ，できる限り子どもを在宅させたままで
保護者指導を実効性あるものにするために審判前の指導
勧告制度を導入した．
なお，同年 8 月には，（12）の改正において，子ども

が権利の主体であることが明確にされ，家庭養育原則が
示されたことを受けてその理念を具現化するために，「新
しい社会的養育ビジョン」が策定された[15]．同ビジョ
ンでは，前記法改正の原則を実現するための改革項目と
して，①市区町村を中心とした支援体制の構築，②児童
相談所の機能強化と一時保護改革，③代替養育における
「家庭と同様の養育環境」原則に関して乳幼児から段階
を追っての徹底，家庭養育が困難な子どもへの施設養育
の小規模化・地域分散化・高機能化，④永続的解決（パー
マネンシー保障）の徹底，⑤代替養育や集中的在宅ケア
を受けた子どもの自立支援の徹底などを挙げている．
⒁児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策等
平成30（2018）年 3 月，東京都目黒区事件（ 5 歳女児

がしつけを名目とした虐待行為により死亡）が起きた．
この事件では，被害女児が生前に書いた手紙が公開さ
れ，社会に大きな衝撃を与え，児童虐待防止を強力に進
めるべきとの声が高まった．この事件を契機に，政府は
同年 7 月の関係閣僚会議で，児童虐待防止対策の強化に
向けた緊急総合対策（①転居した場合の児童相談所間に
おける情報共有の徹底，②子どもの安全確認ができない
場合の対応の徹底，③児童相談所と警察の情報共有の強
化，④子どもの安全確保を最優先とした適切な一時保護
や施設入所等の措置の実施，解除，⑤乳幼児健診未受診
者等の緊急把握など）を打ち出し，これに基づき，児童
相談所運営指針が改訂され，厚生労働省等から通知が発
出された[16]．さらに，同年12月には，厚生労働省が「児
童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）を打
ち出し，児童福祉司の大幅増員（平成29（2017）年度約
3,240人を，平成31（2019）年度から令和 4 （2022）年度
までに2,020人程度増員）等の児童相談所の体制強化を
図ることとした[17]．
⒂児童福祉法等改正
令和元（2019）年には，平成30（2018）年 3 月の目黒

区事件，及び平成31（2019）年 1 月の千葉県野田市事件（10
歳女児がしつけを名目とした虐待行為により死亡）を契
機に，児童福祉法，児童虐待防止法，配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護等に関する法律等が改正された．
まず，児童虐待防止法の改正では， 2 事件がしつけを

名目とする虐待行為があったことを考慮して，①親権者
による体罰禁止が明記されるとともに，改正附則におい
て懲戒権の在り方について検討することが定められ，野
田市事件では，被害女児が虐待を訴える内容が書かれた
文書を教育委員会が虐待保護者に渡していたため，②教
職員等の児童虐待早期発見努力義務を有する者に，児童

虐待を受けたと思われる子どもに関する秘密を漏らして
はならないとの規定が追加された．また，児童相談所が
児童虐待に対して積極的な介入を図れるよう，介入機能
（部署）と支援機能（部署）を分離することも定められた．
そして， 2 事件をはじめとして児童虐待の背景に配偶
者間暴力（DV）があったことから，DV対策との連携強
化のために，③DVに関わる婦人相談所，配偶者暴力相
談支援センター又は婦人相談員等が児童虐待の早期発見
努力義務の課される団体，職種として追加されるととも
に，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す
る法律の改正によって，連携協力機関に児童相談所が追
加された．
次に，児童福祉法の改正では，児童虐待対応強化のた
めに，①児童相談所の体制強化（児童福祉司及び指導・
教育担当児童福祉司の任用要件の見直し，児童心理司の
配置基準の法定化，弁護士，医師及び保健師の配置等）
や②児童相談所の設置促進などが定められた．
なお，令和元（2019）年 6 月に札幌市事件（2歳児が
衰弱死）が起き，児童相談所，警察等の介入後に子ども
が死亡した．事件の検証報告では，子ども虐待において
重要な役割を担っている母子保健施策として，本事件で
は十分な保健師支援活動がなかったとされている．この
事件を受けて，同月 7 日，厚生労働省が「児童虐待防止
対策におけるルールの徹底について」を発出し，リスク
が高い場合の躊躇ない一時保護や虐待通告後48時間以内
の安全確認などのルールの徹底が示された．
また，同月には，特別養子縁組制度の利用促進のため
に，民法等の改正が行われ，養子の年齢要件の引き上げ
（原則 6 歳未満が15歳未満に），同縁組にかかる手続の
見直しが図られた．

 2 ．これまでの児童虐待にかかる法令等の推移のまとめ
戦後，児童福祉法が制定されて以降，同法に基づき児
童虐待対応が行われていたが，平成12（2000）年，相談
対応件数の増加を受けて，児童虐待対応に特化した法令
として児童虐待防止法が制定された．その後は両法に基
づき児童虐待への対応が行われることになった．実務の
運用面では，児童相談所運営指針，子ども虐待対応の手
引きが策定され，児童虐待防止対策は整備されたように
も思われた．
しかし，その後も相談対応件数は増加の一途をたどっ
ている．平成16（2004）年以降は，社会的に大きな衝撃
を与えるような虐待死亡事例が起きると法改正等の児童
虐待防止対策に反映された．しかし，相談対応件数は
増加し続け，死亡事例（心中以外の虐待死）も平成30
（2019）年まで，毎年50件前後を記録し続けている[18]．
平成19（2007）年の法改正では，児童相談所に臨検捜
索の権限を与え，実務の運用として虐待通告後48時間以
内の安全確認を当初は「望ましい」としていたが，平成
30（2018）年から翌年にかけて，大々的に報道される虐
待死亡事例が起きると，虐待通告後48時間以内の安全確
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認を徹底し（現在も児童相談所運営指針では「望まし
い」のままである），健診未受診，未就園等のすべての
子どもの把握など家庭への監視を強化した対策がとられ
るようになった．また，児童虐待にかかる警察との情報
共有や人事交流による連携強化を政策的に推進し，強権
的な児童虐待対応の傾向となった．これらの改正にもか
かわらず，児童虐待対応における司法の関与はいまだに
少ない（例えば，場合によっては強制的な親子分離とな
る一時保護の開始に関する司法審査も現時点では未実施
である）．
その一方で，平成28（2016）年の児童福祉法改正では，
市町村に家庭支援の役割を担わせ，子ども家庭支援拠点
の設置や子育て世代包括支援センターの全国展開など妊
娠期から切れ目のない家庭支援を積極的に行う虐待予防
政策も始まった．それまでも指摘されていた家庭支援に
よる虐待予防が法律で明確にされたといえる．
しかし，令和 2 （2020）年の「子ども虐待による死亡
事例等の検証結果等について（第16次報告）」では，妊
娠期から支援を必要とする養育者への支援強化，関係機
関の連携及び役割分担による切れ目のない支援，乳幼児
健康診査未受診等の子ども・家庭に対する虐待予防の視
点をもった支援の実施等の支援を中心とした課題がいま
だに指摘されている[19]．なお，平成28年（2016）年の
改正児童福祉法の理念，子どもの権利擁護，家庭養育原
則等を具現化するために策定された「新しい社会的養育
ビジョン」がその後の子ども福祉施策の方向性の基礎と
なっている．

III．児童虐待対応の現状と児童虐待対応の現場

 1 ．児童相談所の体制等
⑴設備・人員
児童相談所数（支所を含む）241か所（令和 2 （2020）
年 7 月 1 日現在），児童福祉司数4,234人（同年 4 月 1 日
現在．厚生労働省は，令和 4 （2022）年度までに5,260人
程度に増やす目標である．），弁護士（常勤）16人（同）
である．なお，警察の体制（同年 4 月 1 日現在）は，警
察署（警察本部を含む）1,200か所，駐在所・交番12,505
か所，警察官259,999人である[20,21]．警察が取り扱う
事案のうち児童虐待対応はごく一部にすぎず，全警察官
が児童虐待対応に充てられるわけではないが，児童相談
所の受付件数の約36％が児童虐待相談対応であり，全児
童福祉司が児童虐待に対応しているわけでもない．
⑵全国児童相談所の児童虐待相談対応件数
令和元（2019）年度の児童虐待相談対応件数が

193,780件であった．ただし，平成26（2014）年頃より
警察からの通告（特に，いわゆる面前DVが心理的虐待
として通告される件数）が増加し，令和元（2019）年
度は児童虐待相談対応件数のおよそ半数（49.8％．警察
の統計資料では，令和元年中の警察からの通告件数全
体に占める心理的虐待（面前DV）の割合は約72％（約

43％））であった．しかも，面前DVの通告事例の中には
DV相談のために被害者が警察を訪れて，その家庭に子
どもがいるケースや，夫婦間の口喧嘩で一方が勢いで
110番をしたケースなどと，本来の面前DVではないケー
スも含まれている．また，虐待による死亡事例の報道の
影響もあり，近隣知人からの通告も増えている（13.0％）
[22]．そして，乳幼児の泣き声でも虐待を心配した通告
も多く，その多くが虐待を疑わせる事情のない事例であ
る．かかる状況をみるに，単純に児童虐待が増加してい
るとみることには疑問がある．

 2 ．一般的な児童虐待対応のフロー
具体的な児童虐待対応例をもとに，児童虐待対応のフ
ローを説明する（図 1 ）．
学校から「小学 4 年生男児の腕にあざがあり，どうし

たのか尋ねたところ，母親から叩かれたと話した．」と
いうことで児童相談所に虐待通告が入った．児童相談所
職員は，通告者である学校から，子どもが話した詳細な
内容や子どもの意向（家に帰りたくない等）を聴取する
とともに，可能であれば子どものあざの状況を写真等で
確認する．また，初期調査として，世帯構成等を把握し，
過去の相談履歴の確認，学校以外の関係機関があれば子
どもや家庭の状況の聴取等可能な限りで調査する．場合
によっては，児童福祉司が直接子どもと面接してその状
況等を確認する．
そして，本事例では，緊急受理会議を開催し（特に緊
急を要しないと思われる事例では，さらに詳細な調査や
指導を先行させて，週 1 回開催される受理会議におい
てそれまでの調査や指導状況を報告して方針を決める），
あざの状況，受傷の経緯，これまでの生活状況又子ども
の意向等を総合して対応を判断する（警察に児童虐待情
報を全件提供している児童相談所では虐待の種別・内容
（子どもの泣き声がするというだけの通告であっても）
に関係なく警察に情報提供する）．例えば，あざの状況
が軽度で，子どもの話では金を家から持ち出して，嘘を
言ったことで，初めて 1 回叩かれたというもので，学校
によれば特段問題のある家庭ではなく，子どもも特に家
に帰ることに不安を訴えることもないという場合，一時
保護することなく，まず，保護者に指導することが考え
られる．逆に，あざが複数認められ，明らかに重度とわ
かる傷害とか，子どもが怖がって家に帰りたくないと訴
えているなどの事実があれば，緊急に一時保護を行うこ
とが考えられる．
児童相談所は，子どもを一時保護したか否かにかかわ
らず，基本的には，受理した後，子どもや保護者の状況，
家庭環境等に関する調査を実施し，これをもとに各診断
（児童福祉司が行う社会診断，児童心理司が行う心理診
断，児童精神科医による医学診断，一時保護の際，児童
指導員等が行う行動診断）を総合した判定を経て，子ど
もの処遇について援助方針を決定する．
子どもの処遇に関しては，家庭養育原則に基づき，基
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図 1　虐待対応の初期段階と調査以降の流れ

初期調査⇒世帯構成等の把握、相談履歴、関係機関に子どもの状況等聴取
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児 童 相 談 所

通告

家
裁

本的には，子どもが家庭（親族を含む）に戻り安全に生
活できるように支援をしていく．この際，保護者に対し
て児童福祉司等が継続指導することがある．また，事案
に応じて，児童相談所から市町村に対して指導委託や送
致をして，市町村による家庭支援をすることが考えられ
る．仮に，児童相談所等による家庭支援によっても子ど
もの安全を確保して家庭に子どもを戻すことができない
ときは，家庭以外の子どもの生活場所を探すことになる．
その場合，家庭養育原則にしたがって，子どもを長期間
にわたって家庭に戻すことができない場合は永続的な解
決としての特別養子縁組を検討し，それが難しいようで
あれば，代替的養育としての里親やファミリーホーム（小
規模住居型児童養育事業者）に委託することを，子ども
の状況に適合する里親等がいなければ，小規模施設に入
所させることを検討していくことになる．

3 ．現場における問題
⑴複数の通告（通報）先
児童虐待防止法では，虐待通告先として，市町村，都
道府県の福祉事務所，児童相談所を規定している．また，
児童虐待は犯罪であるとの認識が広がり，警察への通報
も一般化している．そうすると，場合によっては，通告（通
報）が複数の機関になされることがあり，それぞれの機
関で別個に虐待対応することになる．そうすると，限ら
れた人員を有効に活用することができなかったり，情報
が錯綜したりする．このような状態は迅速・的確な虐待
対応のために相当とはいえない．
また，通告（通報）する者が，どこに通告すべきか迷
い，通告をためらう可能性もあり，結果的に児童虐待が
見過ごされてしまいかねない．
さらに，虐待内容と通告先とのミスマッチも懸念され
る．例えば，軽度の虐待が児童相談所に多数通告される
と，本来児童相談所が対応すべき事例に対応できなくな

在宅・家庭復帰

援助方針会議

社会診断

児 童 相 談 所

一 時 保 護

調査以降の流れ

児童福祉法28条審判
親権停止・喪失審判

特別養子適格
確認審判

里親等委託・施設入所 特別養子縁組

保護者への継続指導
（市町村への送致・指導委託も）

2か月超の承認審判

判 定

医学診断行動診断心理診断

調 査

（市町村への送致

情報共有
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り，重度の虐待が，主に支援を行うべき市町村に通告さ
れると，迅速な対応に欠けることになり，より重篤な結
果を引き起こしかねない．このように，ミスマッチは，
適切な虐待対応につながらない可能性がある．
⑵司法の関与
児童虐待対応において，司法（主に家庭裁判所）が関
与する場面は相当限られている．里親委託等の措置に親
権者が反対するときの児童福祉法28条審判，親権者の親
権行使の不適当等による親権制限審判， 2 か月を超える
一時保護に親権者が反対するときの承認審判及び臨検捜
索においてようやく司法の関与がある程度である．
児童虐待対応の過程では，一時保護の開始，立入調査，

面会通信制限等の子どもや保護者の権利を制限する処分
が日常的に実施されているが，現在では，行政（児童相
談所）の判断のみで実施されている．不当な権利制限に
つながりかねない状態であるのに，司法がこれをチェッ
クし，不当な権利制限を可及的に防止することは人権擁
護の観点から重要である．
なお，厚生労働省の児童相談所における一時保護の手

続等の在り方に関する検討会において，一時保護開始の
判断について新たな司法審査の導入を実現すべきとの指
摘がされている[23,24]．
⑶警察との連携
平成24（2012）年頃から，厚生労働省の通知で，児童

相談所と警察との連携が強化され，児童虐待による死亡
事例の発生のたびに警察との連携強化が推進されてきた
[25]．
しかし，児童虐待対応において警察が関与し捜査が優

先された結果，児童相談所等の活動が制限されることも
ある．例えば，性的虐待の事例では，保護者に児童相談
所が接触しても（一時保護の旨を告げるため，保護者と
面接をしなくても電話等で連絡をとる），捜査への支障
回避のため（又は警察からの要請で）具体的な虐待内容
を話せず，ケースワークが進められないことがある．
また，児童相談所はあくまで相談機関であり子どもの

福祉を目的に活動するが，警察は捜査機関であり犯罪検
挙を目的とするため，児童虐待対応の考え方に違いが生
じる．児童相談所と警察が連携する場合，多角的視点に
基づく対応といえる一方で，円滑な児童虐待対応に支障
も生じうる．
警察の設備や人員体制は児童相談所より充実しており，

機動的な児童虐待対応には警察の協力は欠かせない．児
童虐待防止対策の一環で，児童相談所に警察官を配置す
る自治体が増えているが，警察官を児童相談所に複数配
置している自治体でも死亡事例は発生しているし，相談
機関に警察官を配置することで，子どもの養育に悩んだ
保護者が子どもを叩いたことを相談した場合に，相談者
の意図に反し（相談機関の重要な守秘に反し）警察に伝
わってしまう可能性がある．警察への情報提供を恐れて
相談を避け，逆に虐待を助長してしまう恐れがある[26,27]．
このほか，警察は，少年警察活動規則38条 2 項に基づ

き，児童相談所に対していわゆる面前DVを通告するが，
DV事例は市民に身近な市町村による支援になじむ反面，
その通告の多さが児童相談所の業務圧迫につながる[28]．

IV．今後の課題と提言

 1 ．体系的な児童虐待防止対策
死亡事例等が発生すると，その事例における虐待対応
で不十分だった点について，法律改正が施されたり，厚
生労働省が通知を出したりするという状況は，対策が後
手に回っていることの表れであると言わざるをえない．
特に近年はその傾向が強く，その都度法律改正をするた
め，法律のつぎはぎ感が否めない．しかも，法律改正等
がなされても児童虐待相談対応件数は増加し，虐待によ
る死亡事例も続発している現状をみるに，前記のような
後追いの法律改正等では児童虐待防止対策に必ずしも効
果的ではないことを表していると考える．
児童虐待防止法制定当時から，全国児童相談所長会か
らの要望では，懲戒権の廃止，親権の一部の一時停止な
どが挙げられ，そのときは法制化されなかったものの，
その後の虐待死亡事例の発生等を契機として，法改正に
取り入れられたり，検討対象になったりするなど10～20
年が経過して現実化している．また，同要望として掲げ
られていた介入機能と相談・支援機能の役割分担も，本
来，前者を警察等他の機関に，後者の，介入後の家庭環
境改善を児童相談所に担わせるというものだったが，法
改正によって児童相談所内とはいえようやく介入部門と
支援部門を分離した．また，過去の虐待による死亡事例
の検証においてすでに指摘されていた，スーパーバイズ
の重要性や妊娠期からの切れ目のない支援などを制度化
するのにも10年以上がかかっている．
このように，現在の児童虐待対応に必要とされる対策
は以前から認識されていた．そして，このような対策が
遅くとも児童虐待防止法制定時に体系的に法律に組み込
まれていたら，子どもが虐待によって命を落とすことを
防ぐことができた事案もあったのではないかと思える．
そのため，これまでのような，死亡事例が起きてから新
たに児童虐待防止対策をとるのではなく，現在でもすで
に指摘されている問題点を考慮した，しかも，体系的な
法律改正とこれに基づく実務の運用方針の改定を速やか
に行うべきであると考える．
なお，以下，虐待が起きた後の対応について提言をす
るが，家庭支援による虐待予防が重要である．その点は
一定の法律等改正が行われており，死亡事例検証報告で
も指摘されているとおり，各関係機関・関係者が各々の
役割や業務を実践すること（例：通常の保健師の支援活
動等）が重要である．

 2 ．具体的な改正の提言
⑴虐待通告窓口の一元化
子どもの権利擁護を中核とした子どもにかかわる施策
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の方向性を表した「新しい社会的養育ビジョン」を基礎
とした施策，例えば，市町村の子ども家庭支援拠点の設
置，特別養子縁組利用促進のための法改正などが実現さ
れている．しかし，虐待通告窓口の一元化について，現
行の虐待通告体制には問題がある．そこで，児童相談所
虐待対応ダイヤルとして運用中の189の仕組みを活用し
[29]，通告先を一本化した上で通告内容に応じた適切な
機関に直ちに振り分け，振分先の機関が速やかに対応す
る必要がある．
⑵虐待対応過程における司法関与
同ビジョンの中の司法の関与についても，わが国では

児童虐待対応に司法が関わる場面が限られている．特に，
児童相談所の一時保護は，子どもを家庭から分離する処
分であり，子どもの人権侵害になりうるが，現行法上
は， 2 カ月を超え，親権者の反対がある場合に限り家庭
裁判所の承認が求められるだけである．そこで，少なく
とも一時保護の開始時点から司法がその適正性をチェッ
クすべきである．
さらに，一時保護の場面だけではなく，子どもや保護

者の人権制限に関わることの多い児童虐待対応過程（一
時保護，保護者指導等）には一貫して司法が関与すべき
である．具体的には，一時保護決定時点から家庭裁判所
が関与しその適否を審査し，一時保護後の子どもの処遇
については児童相談所からの報告・意見を受けて家庭裁
判所が判断する．また，子どもを家庭から分離せずに家
庭養育を実現するために，保護者に対する実効性のある
指導が必要であれば，児童相談所の申立を受けて（一時
保護後の処遇判断は家庭裁判所が職権で）家庭裁判所が
直接保護者に指導命令をなし，その結果によっては子ど
もの家庭からの長期的分離，親権制限，さらには特別養
子縁組の手続に進めるものとする．そうすることで，保
護者に当該指導にしたがった家庭環境改善などの動機づ
けになり，積極的な家庭環境改善につながれば，ひいて
は子どもの家庭養育の継続の実現が期待できる．
⑶警察の虐待対応機関としての法定化
同ビジョンには掲げられていないが，現在，警察との

連携強化が推進されている．児童相談所長会の要望項目
にある，介入機能と支援機能の分離について，要望にも
あるとおり介入（一時保護等の強制的権限行使）は，警
察に担わせることが相当である．警察は児童相談所と比
較して非常に十分な設備，人員を有しており，現在でも
相当数の児童虐待に関わる通報を受けて対応している．
しかし，警察は，児童虐待防止法上，主たる対応機関で
はなく，児童相談所等の援助機関として扱われている．
そこで，警察を通告先機関として法律上明確に虐待対応
機関として位置づけ，通告を受けた後の安全確認，一時
保護にかかる権限を付与する．
ただし，児童虐待の中には，必ずしも警察による強権

的な対応に適しない事案もある．警察に多くの強制的権
限を与えた場合の不当な人権侵害のおそれもある．そこ
で，前記⑴の虐待通告窓口一元化により，一元化された

窓口が緊急を要する事案など警察による強権的対応が相
当なものを警察に振り分け，児童相談所，市町村による
対応が相当な事案をそれぞれに振り分ける方法が考えら
れる．また，警察の強制的権限行使については司法関与
により可及的に不当な人権侵害を防止することが考えら
れる．
このように，警察を児童虐待対応機関として法定化
し，通告窓口一元化や司法関与制度と組み合わせること
によって，事案の内容に適合した機関が対応でき，現在，
警察から児童相談所に通告されて業務を圧迫している，
いわゆる面前DV通告については，警察から市町村に対
して情報提供してDV防止施策につなぐことで迅速なDV
被害者保護にも資する．

V．結語̶提言の実現に向けて̶

以上のように，新しい社会的養育ビジョンには，子ど
もの権利擁護を中核とした様々な改革が提示されている．
前記の 3 つの提言もあくまで子どもの権利擁護としての
虐待防止対策であり，これだけが個別単体で実現される
べきではない．従来の子どもの命が失われるたびの後追
いの虐待防止対策ではなく，同ビジョンのその他の子ど
もの権利擁護のための改革と一体として実現されなけれ
ばならない．
提言の実現には，解決すべき問題が多い．例えば，虐
待通告窓口一元化については，現行の189の体制を活用
することで良いが，ここで最も重要なのは，適切な機関
に振り分ける体制の整備である．ある程度の振分基準の
作成ももちろん，通告を受ける者の専門性を担保しなけ
ればならない．また，司法関与については，外形的な制
度構築は，法律改正によるが，実質的な制度構築につい
ては，家庭裁判所の児童虐待に関する専門性を担保しな
ければならない．さらに，警察の虐待対応機関とする場
合は，現状を考えると，まずは，警察を通告先機関とす
ることから始め，近い将来，前二者と一体となった制度
構築が必要である．
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